


　健康保険事務によりあなたの職場に自

動的に病名が伝わることはありません。

「個人情報の保護に関する法律」やそれ

に基づいた「健康保険組合等における個

人情報の適切な取扱のためのガイドライ

ン」が出されています。それらにより、

健康保険組合が個人データを本人の同意

なしに第三者に提供することを禁じてい

ます。

　健康保険を使わずに治療を続けること

は、経済面で大きな負担となります。医

療費助成の制度は健康保険の利用を前提

としています。制度を上手に利用する上

でも健康保険の使用を検討するとよいで

しょう。

　労働安全法で規定されている健康診断

には、HIVの検査項目は入っていません。
健診の項目を確認してみましょう。HIV
検査が入っていなければ健診結果で職場

に伝わることはありません。ただし、服

薬の影響で生活習慣病の指標データが再

検査となる場合があるかもしれません。

再検査となったデータについては、医療

機関で定期的に検査を受けていると説明

するとよいでしょう。

 

　やむを得ない事情で断りきれずに献血

に応じてしまったときには「コール・バ

ック」という方法を使いましょう。

　「コール・バック」とは、献血後に「私

の血液を輸血に使わないでください」と

電話で申し出る方法です。献血後3時間
以内に電話して献血のときに渡された番

号と生年月日だけを言えば、あなたの名

前や住所をいう必要はありません。当然

あなたのプライバシーは守られます。
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健康保険を使うと職場に
感染が分かってしまいますか?

職場での献血を断れませんでした。
どうしたらよいですか?

職場の健康診断は
どうしたらよいですか?




